
（参考資料１） 川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例 

 

昭和４９年１０月８日条例第５３号 

最終改正 平成１７年９月３０日 
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附則 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この条例は、市民の基本的権利としての生存生活権を守るうえにおいて消費者としての利

益の擁護及び増進を図ることが極めて重要であること並びに消費者と事業者との間の情報の質

及び量並びに交渉力等において格差があることにかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、

市及び事業者の責務並びに消費者の役割を明らかにするとともに、その基本的施策その他必要な

事項を定めることにより、施策の総合的推進を図り、もって市民の消費者としての主権を確立し、

消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 消費者の利益の擁護及び増進に関する施策（以下「消費者行政」という。）の推進は、次

に掲げる事項が消費者の権利であることを尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増
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進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本と

して行われなければならない。 

(１) 消費者が商品（包装を含む。以下同じ。）及びサービス（以下「商品等」という。）の提

供を受ける際、その生命、身体及び財産の安全が確保されること。 

(２) 消費者が詐欺的又は不当な取引方法を回避することができ、適正な表示により、自主的か

つ合理的な選択が確保されること。 

(３) 消費者が常に種々の商品等に適正な価格で接することを保証されること。 

(４) 消費者の意見があらゆる面で十分反映されるとともに、苦情の処理及び被害の救済が正当

かつ迅速に保証されること。 

(５) 消費者が健全な消費生活を営むため、必要な情報及び教育の機会が提供されること。 

(６) 消費者の自主的な組織化及び行動が保証されるよう、環境条件が確保されること。 

２ 消費者行政の推進は、環境の保全に配慮して行われなければならない。 

（市の基本的責務） 

第３条 市は、前条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費

者行政の推進に努めなければならない。 

２ 市長は、消費者行政の推進に当たって必要があると認めるときは、国、県、関係業界等に対し、

適切な措置をとるよう、要請しなければならない。 

（事業者の基本的責務） 

第４条 事業者は、第２条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にかんがみ、

消費者に対する商品等の提供において、安全の確保、表示、計量、取引行為等の適正化及び公正

な競争に努めるとともに、市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。 

２ 事業者は、消費者に対する商品等の提供において、環境の保全に配慮するとともに、商品等に

ついて品質等を向上させ、消費者の信頼を確保するよう努めなければならない。 

（消費者の役割） 

第５条 消費者は、自ら進んで消費生活についての知識を深め、及び必要な情報を収集する等自主

的かつ合理的に行動するとともに、連帯協同し、組織化を進め、消費者運動の発展に努めること

などによって、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすものとする。 

２ 消費者は、消費生活に関し、環境の保全に配慮するよう努めなければならない。 

 

第２章 消費者行政推進計画 

 

（消費者行政推進計画の策定等） 

第６条 市長は、消費者行政の計画的な推進を図るための総合的な計画（以下「消費者行政推進計

画」という。）を策定し、実施しなければならない。 

２ 市長は、前項の消費者行政推進計画を策定しようとするときは、川崎市消費者行政推進委員会

の意見を聴かなければならない。 
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第３章 基本的施策 

 

第１節 安全の確保 

 

（危険商品等の禁止等） 

第７条 事業者は、消費者の生命、身体若しくは財産の安全を害し、又は害するおそれのある商品

等（以下「危険商品等」という。）を提供してはならない。 

２ 事業者は、商品等について品質の保持その他安全の確保のために必要な措置を講じなければな

らない。 

３ 事業者は、その商品等が危険商品等であることが明らかになったときは、直ちにその危険商品

等の発表、回収、改善その他安全の確保のために必要な措置を講じなければならない。 

（安全性の確認等） 

第８条 市長は、商品等について社会的に安全性が問題となったときは、事業者に対しその安全性

の根拠となる資料等の提供を要請するなどその実態を調査しなければならない。 

２ 市長は、消費者の安全を確保するために必要があると認めるときは、商品について必要な検査

を行うものとする。 

３ 市長は、必要に応じて前２項の結果を公表するものとする。 

４ 市長は、法令に定めがあるもののほか、規則で商品等及びその表示について安全の確保のため

に事業者が遵守すべき基準を定めることができる。 

 

第２節 表示、計量等の適正化 

 

（表示の適正化等） 

第９条 事業者は、商品等の提供において、消費者に誤解を生じさせるおそれのある表示、広告若

しくは宣伝又は消費を過度に刺激する取引方法を行ってはならない。 

２ 事業者は、消費者が商品等を正しく認識し、その購入、使用又は利用に際し選択を誤ることが

ないよう、品質、取扱方法、単位価格その他商品等の内容及び取引方法（以下「商品等の内容及

び取引方法」という。）に関し必要な事項を適正かつわかりやすく表示しなければならない。 

３ 市長は、法令に定めがあるもののほか、規則で商品等の内容及び取引方法に関し表示すべき事

項並びに表示の方法その他表示に際し事業者が遵守すべき基準を定めることができる。 

（計量の適正化） 

第１０条 事業者は、消費者に対する商品の提供において消費者の不利益となるような計量を行っ

てはならない。 

２ 市長は、消費者と事業者との間の取引に際し適正な計量が確保されるよう、必要な施策を講じ

なければならない。 
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（包装の適正化等） 

第１１条 事業者は、商品の内容を誇張し、廃棄物の量を増大させるなど必要以上の過大な包装を

してはならない。 

２ 市長は、規則で包装に関し事業者が遵守すべき基準を定めることができる。 

（アフターサービスの徹底等） 

第１２条 事業者は、商品等について消費者への提供後の保証、修理、回収等のサービス（以下「ア

フターサービス」という。）の内容を明示するとともに、その徹底を図らなければならない。 

２ 市長は、規則でアフターサービスに関し事業者が遵守すべき基準を定めることができる。 

 

第２節の２ 不適正な取引行為の禁止 

 

（不適正な取引行為の禁止） 

第１２条の２ 市長は、事業者が消費者との間で行う取引に関し、次の各号のいずれかに該当する

行為を不適正な取引行為として規則で定めることができる。 

(１) 消費者に対し、取引の意図を隠して接近し、又は商品等の契約に関し、重要な情報（これ

に関連する情報を含む。）を故意に提供せず、若しくは消費者に誤解を生じさせるおそれのあ

る情報を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

(２) 消費者の自発的意思を待つことなく執ように説得し、消費者の知識若しくは判断力の不足

に乗じ、若しくは消費者を心理的に不安な状態に陥らせる方法等を用いて、契約の締結を勧誘

し、又はこれらにより消費者の十分な意思形成のないまま契約を締結させる行為 

(３) 民法（明治２９年法律第８９号）第１条第２項に規定する基本原則に反し、消費者に不利

益をもたらすことが明白な事項を内容とする契約を締結させる行為 

(４) 消費者又はその関係人を欺き、威迫し、困惑させる等の手段を用いて、当該消費者又はそ

の関係人に契約（契約の成立又はその内容について当事者間で争いのあるものを含む。）に基

づく債務の履行を請求し、又は債務を履行させる行為 

(５) 契約に基づく債務の完全な履行がない旨の消費者からの苦情に対して、適切な処理をせず、

履行をいたずらに遅延し、又は正当な理由なく拒否する行為 

(６) 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出若し

くは契約の無効の主張に際し、これらを妨げて、契約の成立若しくは存続を強要し、又は契約

の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し若しくは契約の無効の主張が有効に行われたにも

かかわらず、これらによって生じた債務の履行をいたずらに遅延し、若しくは正当な理由なく

拒否する行為 

(７) 消費者が他の事業者から商品等を購入することを条件又は原因として、当該消費者に対し

て、当該商品等の購入に要する資金の貸付けその他の信用の供与をする契約における次に掲げ

る行為 

ア 商品等の購入に係る他の事業者の行為が第１号から第３号までに規定するいずれかの行
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為に該当することを知りながら、又は知り得べきであるにもかかわらず、契約の締結を勧誘

し、又は契約を締結させる行為 

イ 商品等の購入に係る他の事業者に対して生じている事由をもってする消費者の正当な根

拠に基づく対抗にもかかわらず、当該消費者又はその関係人を欺き、威迫し、困惑させる等

の手段を用いて、当該消費者又はその関係人に契約に基づく債務の履行を請求し、又は債務

を履行させる行為 

２ 事業者は、消費者と取引を行うに当たり、前項の規定により定められた不適正な取引行為を行

ってはならない。 

 

第３節 生活必需物資の確保及び価格の安定 

 

（流通機構の整備等） 

第１３条 市長は、消費者の日常生活に必要な物資（以下「生活必需物資」という。）の安定供給

の確保及び価格の安定を図るため、流通機構の整備に努めるほか、他の地方公共団体等との連携

強化を図るなど必要な施策の推進に努めなければならない。 

２ 市長は、必要と認める生活必需物資の価格、需給等に関する情報を収集し、必要に応じてその

結果を公表するものとする。 

（不適正な販売行為の禁止等） 

第１４条 事業者は、商品について円滑な流通を不当に妨げ、又は標準的な利得を著しく超える価

格で販売する行為を行ってはならない。 

２ 事業者は、生活必需物資について生産、流通等の円滑化及び価格の適正化に努めなければなら

ない。 

（緊急時対策） 

第１５条 市長は、生活必需物資の供給量が不足し、又は価格が著しく高騰し、若しくはそのおそ

れがあると認めるときは、事業者に対し当該生活必需物資の供給を要請するなどその確保等に必

要な措置を講じなければならない。 

 

第４節 苦情の処理及び被害の救済 

 

（苦情の処理等） 

第１６条 事業者は、消費者との間の取引に関して生じた苦情について、必要な体制の整備等に努

め、その適切かつ迅速な処理を行わなければならない。 

２ 市長は、消費者と事業者との間の取引に関して生じた苦情の処理のあっせん、調停等に努める

とともに、必要に応じてその結果を公表するものとする。 

３ 市長は、前項の規定による苦情の処理のあっせん、調停等が専門的知見に基づいて適切かつ迅

速になされるようにするため、人材の確保及び資質の向上その他の必要な施策を講じなければな
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らない。 

（消費者訴訟の援助） 

第１７条 市長は、消費者が事業者を相手にして行う訴訟（以下「消費者訴訟」という。）につい

て、次に掲げる要件に該当するときは、消費者訴訟に要する費用の貸付けその他訴訟活動に必要

な援助を行うものとする。 

(１) 多数の消費者が消費生活上同一かつ少額の被害を被っていること。 

(２) 消費者が自ら事業者を相手に訴訟を提起することが困難なこと。 

(３) 川崎市消費者行政推進委員会のあっせん、調停等を経ていること。 

２ 前項に規定する消費者訴訟に要する費用として貸し付ける資金（以下「資金」という。）は無

利息とし、貸付期間は市長が定める日までとする。 

３ 資金の貸付けを受けた者が当該消費者訴訟の結果、訴訟に要した費用を得ることができなかっ

たとき、その他市長が償還させることが適当でないと認めるときは、資金の全部又は一部の償還

を免除することができる。 

４ 前３項に定めるもののほか、資金の貸付けその他消費者訴訟の援助に関し必要な事項は、規則

で定める。 

 

第５節 消費者啓発及び組織化の推進 

 

（啓発活動及び教育の推進） 

第１８条 市長は、消費者の権利を尊重し、その自立を支援し、及びその環境の保全への配慮を高

めるため、消費生活に関する知識の普及、情報の提供その他の啓発活動を推進するとともに、消

費者団体及び事業者団体との連携を図りつつ、学校、地域、家庭、職域その他のさまざまな場を

通じて、消費者教育の充実等の施策を講じなければならない。 

（組織化の推進） 

第１９条 市長は、消費者の自主的な組織化及び行動が確保されるよう、必要な環境条件の整備に

努めなければならない。 

２ 消費者は、相互に連携し、組織化を進めるとともに、その意見、要望等を集約し、国、県、関

係業界等に反映させるように努めなければならない。 

 

第４章 消費者支援協定 

 

（消費者支援協定の締結等） 

第２０条 市は、消費者行政の推進に当たって、業界の自主的な努力による改善を促進するととも

に、消費者の自立の支援及び物価の安定並びに良心的な経営に努める事業者の振興を図るため、

事業者又は事業団体との間に協定（以下「消費者支援協定」という。）を締結することができる。 

２ 消費者支援協定を締結した事業者及び事業者団体は、当該消費者支援協定を遵守しなければな
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らない。 

３ 市は、消費者支援協定の締結の拡大を図らなければならない。 

４ 市長は、消費者支援協定を締結し、変更し、又は解除したときは、その内容を公表するものと

する。 

 

第５章 施策推進のための行政体制の充実 

 

第１節 消費者行政の総合的推進 

 

（意見の反映及び透明性の確保） 

第２１条 市長は、消費者行政の推進に当たって、消費者としての市民の参加、モニター制度の活

用等消費者の意見の反映及び施策の策定の過程の透明性の確保に努めなければならない。 

（行政体制の強化充実等） 

第２２条 市長は、消費者の要求に対応し消費者行政の推進及びその実効を確保するため、商品の

品質、価格及び量目、サービスの内容等について調査、検査、試験等を行うための行政体制の強

化充実に努めなければならない。 

２ 市長は、前項の調査、検査等を行うため、消費生活調査員を置くことができる。 

 

第２節 消費者行政推進委員会 

 

（消費者行政推進委員会） 

第２３条 消費者行政を推進するため、市長の附属機関として川崎市消費者行政推進委員会（以下

「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、次に掲げる事項をつかさどる。 

(１) 第６条第１項に規定する消費者行政推進計画について意見を述べること。 

(２) 第８条第４項、第９条第３項、第１１条第２項及び第１２条第２項に規定する基準の設定

に関し意見を述べること。 

(３) 第１２条の２第１項に規定する規則の改正に関し意見を述べること。 

(４) 第１６条第２項に規定する苦情の処理のあっせん、調停等を行うこと。 

(５) 第１７条に規定する消費者訴訟の援助に関し意見を述べること。 

(６) 第２０条に規定する消費者支援協定の締結、変更又は解除に関し意見を述べること。 

(７) 次条に規定する不適正な事業行為等及び第２６条に規定する公表に関し意見を述べるこ

と。 

(８) その他消費者行政に関する重要事項を調査審議すること。 

３ 委員会は、委員９人以内をもって組織する。 

４ 委員は、議会の同意を得て市長が委嘱する。 
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５ 委員の任期は２年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げな

い。 

６ 市長は、委員会に苦情処理部会その他必要な部会を置くことができる。 

７ 市長は、前項の部会に臨時委員を置くことができる。 

８ 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

第６章 勧告及び公表等 

 

（不適正な事業行為等の調査又は指導） 

第２４条 市長は、法令に定めがあるもののほか、事業者が第７条、第９条第１項及び第２項、第

１０条第１項、第１１条第１項、第１２条第１項、第１２条の２第２項若しくは第１４条の規定

に違反する事業行為又は第８条第４項、第９条第３項、第１１条第２項若しくは第１２条第２項

の規定により市長の定めた基準に従わない事業行為（以下「不適正な事業行為等」という。）を

行っているおそれがあると認めるときは、その実態を調査し、又は改善を指導することができる。 

（調査の協力要請等） 

第２５条 市長は、不適正な事業行為等のおそれがある場合、又は苦情の処理のあっせん、調停等

を行う場合において、調査のために必要があると認めるときは、当該事業者に対し、関係資料の

提出を求め、又はその職員をして当該事業者の事務所、営業所その他の事業所に立ち入らせ、書

類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させること（以下「立入調査」という。）に

ついて協力を求めることができる。 

２ 市長は、前項の協力要請に対し、事業者が資料を提出しないとき、又は立入調査への協力を拒

んだときは、協力要請の理由を付した書面により改めて資料の提出又は立入調査について協力を

求めるものとする。 

３ 市長は、事業者が前項の要請を拒んだときは、これに応ずるよう勧告し、必要に応じてその経

過を公表することができる。 

４ 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、同項の事業者に意見を述べ

る機会を与えるものとする。 

（是正等の勧告及び公表） 

第２６条 市長は、不適正な事業行為等が行われたと認めるとき、又は苦情の処理のあっせん、調

停等が不調のときは、当該事業者に対し、不適正な事業行為等を是正するよう、又は苦情の処理

のあっせん、調停等に応ずるよう勧告しなければならない。 

２ 市長は、事業者が前項の勧告を拒んだときは、事実を公表することができる。 

３ 前条第４項の規定は、前項の規定による公表について準用する。 

（関係行政機関等への要請） 

第２７条 市長は、事業者が不適正な事業行為等の是正の勧告を拒んだときは、関係行政機関等の

長に対し、必要な措置をとるべきことを要請するものとする。 
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（危険商品等の公表） 

第２８条 市長は、事業者の提供した商品等が危険商品等であることが明らかになった場合におい

て、安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その商品等の名称、事業者の氏名そ

の他必要な事項を公表することができる。 

（他の地方公共団体との協力） 

第２９条 市長は、不適正な事業行為等を行っていると認められる事業者の事務所等の所在地が市

の区域外にあるときは、当該区域を所管する地方公共団体の長に対し、必要に応じてその状況を

通知し、是正の協力を要請するものとする。 

２ 市長は、他の地方公共団体の長から、市内に事務所等を有する事業者について、不適正な事業

行為等の是正の協力又は情報の提供を求められたときは、速やかにその要請に応ずるものとする。 

 

第６章の２ 市長への申出 

 

（市長への申出） 

第２９条の２ 市民は、この条例に定める市若しくは市長の措置がとられていないこと又は不適正

な事業行為等その他この条例に違反する事業行為により、広く市民の消費生活に支障が生じるお

それがあると認めるときは、規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出ることができる。 

２ 市長は、前項の規定による申出の内容が事実であると認めるときは、必要に応じて、この条例

に基づく措置をとるものとする。 

３ 市長は、必要に応じて、第１項の規定による申出の内容及び処理の経過に関する情報を公表す

るものとする。 

 

第７章 雑則 

 

（委任） 

第３０条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

附 則（抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日から施行す

る。（昭和４９年１０月３１日規則第１２２号で、第１章の規定、第３章第１節（第８条第４項

の規定を除く。）、第２節（第９条第３項、第１１条第２項及び第１２条第２項の規定を除く。）、

第３節、第４節（第１６条第２項及び第１７条の規定を除く。）及び第５節の規定、第５章第１

節の規定、第６章中第２８条の規定及び第７章の規定は、昭和４９年１１月１日から施行）（昭

和４９年１２月２４日規則第１４０号で、附則第２項の規定は、昭和４９年１２月２５日から施

行）（昭和５０年２月２７日規則第１１号で昭和５０年３月１日から施行） 

附 則（平成１３年３月２９日条例第５号） 
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（施行期日） 

１ この条例は、平成１３年４月１日から施行する。ただし、第２３条第３項の改正規定及び附則

第３項の規定は市長が定める日から、次項の規定は公布の日から施行する。（平成１３年６月４

日規則第６１号で、第２３条第３項の改正規定及び同条例附則第３項の規定は、平成１３年８月

１日から施行） 

（経過措置） 

２ 第２３条第３項の改正規定の施行に伴い新たに委嘱されることとなる委員については、同条第

４項に規定する委員の委嘱のために必要な行為は、同条第３項の改正規定の施行の日前において

も行うことができる。 

３ 第２３条第３項の改正規定の施行に伴い新たに委嘱される委員の任期は、同条第５項の規定に

かかわらず、平成１５年３月３１日までとする。 

附 則（平成１７年９月３０日条例第６９号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の条例（以下「旧条例」という。）第２０条第１項の規定によ

り締結されている消費者保護協定は、改正後の条例（以下「新条例」という。）第２０条第１項

の規定により締結された消費者支援協定とみなす。 

３ この条例の施行の際現に旧条例第２２条第２項の規定により置かれている消費者保護調査員

は、新条例第２２条第２項の規定により置かれた消費生活調査員とみなす。 

４ この条例の施行の際現に旧条例第２３条第４項の規定により委嘱された川崎市消費者保護委

員会（以下「旧委員会」という。）の委員である者は、この条例の施行の日（以下「施行日」と

いう。）に新条例第２３条第４項の規定により川崎市消費者行政推進委員会の委員として委嘱さ

れたものとみなし、その任期は、同条第５項の規定にかかわらず、施行日における旧委員会の委

員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 
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